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新型コロナウイルス感染症への対応に関する
緊急要求書（追加）

1. 東庄北総育成園への支援業務や保健所の業務など、感染
リスクが高い業務に当たったときの特殊勤務手当（感染
症防疫作業手当）の対象範囲の拡大と国並みの3,000円と
すること。

2. 保健所の職員で、超過勤務が過労死ラインを超えている
職員について、週1回の休日など早急に対策を講じること。

3. 出勤調整終了後に長時間残業が蔓延しないよう、業務の
見直しなど手立てをとること。

4. 軽傷・無症状者のための宿泊施設において、感染者の対
応をする場合は、十分な感染対策を講じること。また、
国同様特殊勤務手当の対象とすること。

5. 保健所職員や東庄北総育成園支援職員、軽傷・無症状者
のための宿泊施設対応職員が感染拡大予防のために自宅
以外での宿泊可能施設を整備し、希望者が自宅以外で待
機できるようにすること。

以上
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2020年は日本でメーデーが開催されてから100年になり
ます。メーデーは「8時間労働の実現」を目指して始まり、
その後、労働者の地位向上や労働条件の向上に大きな役割
を果たしてきました。
欧州連合（EU）をはじめ5月1日を労働者の休日として祝

日にする国などは80カ国以上にのぼります。

住民のため安心して頑張れる職場をめざして！！


